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2026 年 5 月 19 日 

各 位 

会社名 株式会社テイツー 

代表者名 代表取締役社長 藤原 克治 

(コード番号:7610 東証スタンダード) 

問合せ先 取締役副社長兼社長室長 

近藤 武男 

電話番号 048-933-3070 

 

株式会社駿河屋との資本業務提携解消及び業務提携への移行に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 5 月 19 日、会社法第 370 条及び当社定款第 22 条に基づく取締役会の 

決議にかわる書面決議により、株式会社駿河屋（以下「駿河屋社」といいます。）との資本

業務提携を解消するとともに、新たに業務提携契約を締結することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．資本業務提携解消及び業務提携契約締結の理由 

当社と駿河屋社は、両社の経営資源（店舗、EC、商品、物流、人材、ノウハウ等）を相

互に活用し、事業拡大及び企業価値向上を図ることを目的として資本業務提携を推進して

まいりました。これまでの取り組みにより一定の成果を得られたことに加え、今後の経営環

境の変化や成長戦略を踏まえ、資本関係を見直しつつ、より機動的かつ柔軟な事業運営を行

うことが望ましいとの判断に至りました。このため、両社間の資本業務提携は解消すること

としつつ、今後も相互の強みを活かした連携を継続・強化するため、新たに業務提携契約を

締結することといたしました。 

 

２．資本業務提携解消の内容 

（1）資本業務提携の解消と業務提携の継続 

当社と駿河屋社との間の資本業務提携契約を合意解約し、新たに業務提携契約を締結し

ます。 

（2）資本業務提携解消及び保有株式の取り扱い（ToSTNeT-3 の活用） 

本提携の終了に伴い、駿河屋社より、同社が保有する当社普通株式 1,852,000 株（発行済

株式総数に対する割合：2.89％）について売却の意向を確認しております。当該株式の市場

売却による株式需給への影響を回避しつつ、当社の資本効率の向上を図るため、同社が保有

する株式につきましては、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）を通じて、当社が自己



2 

 

株式として取得する予定です。 詳細につきましては、本日公表の「自己株式の取得及び自

己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ」をご参照

ください。 

 

３．資本業務提携解消及び業務提携の相手先の概要 

（１） 名 称 株式会社駿河屋 

（２） 所 在 地 静岡県静岡市葵区伝馬町 5-4 

（３） 
代表者の役

職 ・ 氏 名 
代表取締役社長 杉山綱重 

（４） 事 業 内 容 

（リアルストア事業）総合ホビーショップ「駿河屋」の直営および

FC 店舗展開、O2O サービスの推進 

（e コマース事業）通販サイト「駿河屋.JP」および越境 EC サイト

「駿河屋.COM」の運営、マーケットプレイス事業 

（ソリューション事業）リユース事業者向け SaaS 型業務支援シス

テムの開発・提供、商品データ販売、B2B 卸売サービス 

（５） 資 本 金 20 億 4499 万 9872 円 

（６） 設立年月日 1997 年 1 月 28 日 

（７） 

上場会社と

当 該 会 社 

との間の関

係 

資 本 関 係 

駿河屋社は、当社株式 1,852,000 株を保有してお

ります。当社は当該会社の株式を保有しておりま

せん。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 
当社は駿河屋社との間で、商品マスタデータの提

供その他の業務提携取引を行っております。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当事項はありません。 

 

４．日程 

（１）取締役会決議日 2026 年 5 月 19 日 

（２）契約締結日   2026 年 5 月 19 日 

（３）効力発生日   2026 年 5 月 19 日 

 

５．今後の見通し 

本件が当社業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。今後、開示すべき事項が

生じた場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


